
札幌医療情報共有システム協議会 説明書 

 

当院は札幌医療情報共有システム協議会に加盟しています。札幌医療情報共有システム協議会では複数の医 

療施設をインターネット回線を通じて接続し、診療情報を共有する「地域医療連携ネットワークシステム」を 

運用しています。 

 

1.「地域医療連携ネットワークシステム」の目的 

      この「地域医療連携ネットワークシステム」は複数の医療機関で治療を受けていても関係する医療機関でその 

経過がいつもで参照できるように診療情報を共有する事で、医療連携を円滑に緊密に行う事を目的としています。 

 

2.「地域医療連携ネットワークシステム」のメリット 

     札幌医療情報共有システム協議会加盟医療機関は、「地域医療連携ネットワークシステム」を通じ、天使病院で 

の受診歴、治療、検査などの情報の共有が可能となりますので、重複した検査、処方を防ぐなど、安全で効率の 

良い医療を受ける事ができます。 

   

  3．諸費用の負担（保険請求による一部負担）について 

   診療情報等を提供する場合、あるいは評価・活用した場合は、診療報酬上定められた保険請求をさせていただく 

  場合があります。負担額は患者さんの保険種別、一部負担割合により異なります。 

 

3. 個人情報の安全確保 

     この「地域医療連携ネットワークシステム」では、患者さんの診療情報を守るために次にような対策を講じて 

います。 

（1） 患者さんの診療情報は高度の暗号化がなされており、インターネット上を流れる情報から個人情報が漏れ 

る事は原理的にほとんど不可能です。 

（2） 例え閲覧者の個人ＩＤ、パスワードが漏れたとしても特定の許可された端末以外では患者個人情報を閲覧

できません。 

（3） 患者さんの許可が得られない場合には、「地域医療連携ネットワークシステム」上に個人情報が開示され

る事はありません。 

 

5.「地域医療連携ネットワークシステム」の登録を中止したいときは 

     この「地域医療連携ネットワークシステム」の登録を中止したいときは、申し込みのときに受け取った「札幌 

東部地区医療情報共有システム協議会 申込撤回届」を協議会事務局へ提出して下さい。 

 

6. 最後に 

     「地域医療連携ネットワークシステム」の登録や中止は、患者さんやそのご家族の自由な意思によります。 

途中で登録を中止した場合でも、中止した事がその後の診療に不利益を被る事はありません。 
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